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電気化学工業株式会社 

 

「粒状石灰窒素４０」ご使用の方へのお知らせ 

 

本年２月９日付で、「粒状石灰窒素（農林水産省登録１７０５１号 軍配印粒

状石灰窒素４０）」が適用拡大になりました。 

これに伴い、野菜類・豆類（種実）・いも類の一年生雑草防除、センチュウ類

防除にお使いいただけるようになります。 

農薬としてご使用になる場合には、必ず適用作物、内容の範囲でお使いくだ

さい。 

詳細は次ページをご参照ください。 

なお、次ページの記載内容はラベルとしてはご使用になれません。購入した

販売店で表示変更ラベルを入手してください。 

 

[問い合せ先] 肥料事業部 Tel０３－３５０７－５２４７ 
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